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１ 補助金適正化審査会の設置経過 
 

地方分権時代を迎え、自己決定、自己責任による自治体経営が求められて

いる今、社会経済状況の変化に的確に対応し、豊かで活力ある地域社会を創

造していくためには、柔軟で強固な財政基盤を確立していく必要があり、そ

のためには、補助金制度の再構築は避けて通ることの出来ない課題である。 

こうした中で、杉並区では、昨年、学識者や区民等から構成された「杉並

区補助金の適正化に関する懇談会」の提言や区民意見をふまえ、補助金適正

化についての基本的考え方「補助金適正化方針」を策定した。 

そして、この「補助金適正化方針」を適用し、客観的、中立的立場から、

個別、具体的な補助金の見直しを行うため、平成１７年１月９日付、16 杉

並第 73034 号「杉並区補助金適正化審査会設置要綱」に基づき、「杉並区補

助金適正化審査会」（以下「審査会」という。）が設置された。 

 

２ 設置目的 
 

審査会の目的は、杉並区から支出する補助金について、補助金の客観性・

合理性を審査することである。 

 

３ 審査対象範囲 
 
 審査の対象とした補助金の範囲は、支出科目の「負担金、補助及び交付金

（補助金）」である。 

 

４ 審査経過 
 

審査会の所掌事項は、①杉並区から支出する補助金の審査に関すること、

②その他区長が特に必要と認める事項の２点であり、区長から、個別、具体
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的な補助金について審査することに加えて、審査の中で気づいた問題点や今

後の方向性について審議するよう諮問を受けた。 

そこで、審査会では、平成１７年４月から補助金の見直しなど、諮問され

た事項の検討に着手した。 

検討の準備段階で、あらかじめ補助金を補助対象ごとに「個人を対象にし

た補助金」「団体を対象にした補助金」「外郭団体を対象にした補助金」「施

設建設補助金」の４種類に区分し、順次審査を行った。 

審査にあたっては、審査会用に調製した「補助金審査表」を基本に、「杉

並区事務事業評価表」、「補助金交付要綱」のほか、補助金の精算の際、団体

から区に報告された「事業報告書」や「収支決算書」などの関連資料の提出

を求めるとともに、事務局を担当した政策経営部財政課による資料説明や所

管課の出席を求めるなどして必要な事情聴取を行いながら、内容等について

慎重に審査を進めた。 

審査会は、同年１１月まで、合計１１回に及ぶ議論を重ね、結論を得たも

のである。 

 

５ 審査結果 
 

（１） 総括的意見 

 個別、具体的な補助金の見直しについて審査を行う過程で、団体に対する

補助金を中心に、各補助金に共通するいくつかの課題が浮き彫りになったの

で、総括的意見として以下にとりまとめた。今後、これらの点に十分に留意

されることを期待する。 

 

① 補助対象経費について 

補助金の交付要綱において、補助対象経費が一般的、概括的に規定され

ているものが見受けられた。もとより、団体の自主性、自立性を尊重する

観点からみれば、団体の活動を奨励、援助するという補助金の性質上、そ
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の使途を厳格に制約することは好ましいことではない。しかし、一方で、

区民の貴重な税金を使う以上、使途の透明性や説明責任といった観点から、

補助対象とする経費をある程度具体的に規定しておくことも必要である。

その際、補助金が、例えば、団体構成員相互の親睦経費や慶弔費、あるい

はイベントの景品代などに使われているのは、補助金制度の趣旨、目的か

らみて妥当性を欠くものであり、見直しを図るべきものと考える。 

 

② 補助金の効果の検証について 

審査資料や所管課の事情聴取において、見直しの方向性について、「今

後の補助金を取り巻く社会状況の変化を見据えて、そのあり方を検証す

る」といった趣旨の内容が見受けられた。 

社会状況や区民ニーズの変化に対し、柔軟かつ的確に対応していくため

補助金のあり方を見直すことは極めて重要なことであるが、問題は、検証

の方法が確立されていないことである。このことは後述の「６．今後の補

助制度のあり方、方向性」とも関係することであるが、今後、見直すにあ

たっては、検証の方法や内容を明らかにする必要がある。 

 

③ 補助金の公表について 

補助金の実態は、区民にはなかなか分かりにくく、事務事業評価表は公

表してはいるものの、それだけでは不十分である。 

区民への説明責任を果たすためにも、今後、これまで以上に補助金の実

態を区民に積極的に公表していく必要があり、そのためには、例えば、今

回の審査会用に調製された団体に対する補助金審査表を基に、更に項目を

加えた「補助金審査表」（25 ページ参照）を毎年ないし一定の間隔で作成

し公表すべきものと考える。 

 

④ 個別団体と連合体との関係について 

同じ設置目的や活動目的をもつ複数の団体が、情報交換や事業を共同



4 

で行うために、協議会や連絡会という名の連合体を設立し、区からの補

助金や連合体を構成する各個別団体の分担金等で運営している形態がみ

られた。一般に、このような場合には、ア）連合体と個別団体との間で

経費の流れが不透明にならないようにすること、イ）補助金依存度の高

い個別団体は、必要以上に分担金を連合体に支出しないこと、ウ）連合

体が補助金と個別団体の分担金を通じて実質的な補助金の二重取りとな

らないようにすること、などに留意する必要がある。今後も経費の流れ

を含めて、適正性、透明性の確保に留意されたい。 

 

⑤ 団体の財務状況と補助金との関係について 

団体から区に提出された決算関連書類から、補助金額に比べて繰越金の

額が多い団体が散見されたため、補助金の妥当性を判断する基準の一つと

して、団体の自主財源や繰越金に着目して評価すべきとの意見があった。

そこで、団体収入に対する自主財源の割合〔a〕や補助金の割合〔b〕、補

助金と繰越金との割合〔d〕等の指標を設けて試行的に調査を行い、デー

タのそろった団体について分析を試みた。調査結果は「補助金の分析結果」

（23 ページ参照）のとおりである（割合は全て、過去３年の平均値であ

る。）。 

 ケースⅠ 収入に占める自主財源の割合〔a〕が高く、区補助金の割合〔b〕

が低い場合 

   このケースは、団体の自立性が高く、補助金の削減が可能であると思

われる。 

   調査結果から、例えば、〔a〕が９０％以上で、かつ〔b〕が１０％未

満の団体は２団体である。 

 ケースⅡ 収入に占める自主財源の割合〔a〕が低く、区補助金の割合〔b〕

が高い場合 

   このケースは、団体の自立性が低く、補助金に依存しているため、直

ちに補助金を見直す（削減する ）ことは、団体の活動に大きな影響を



5 

及ぼすことにもなる。したがって、この場合には、団体の性格にもよる

が、会費等、自主財源確保への努力の程度や所管課からの自主財源確保

の要請、あるいは、他の手段による収入確保の努力が問われる。 

   調査結果から、例えば、〔a〕が１０％未満で、かつ〔b〕が９０％以

上の団体は、５団体である。 

 ケースⅢ 区補助金に対する繰越金の割合〔d〕が高い場合 

   このケースは、団体の自立性が高く、補助金の削減が可能であると思

われる。ただ、見直しにあたっては、団体の設立経緯や活動目的、ある

いは、区との関係等を十分にふまえて、その発生原因を調査し、必要が

あれば、補助金を削減もしくは廃止するなど、必要な措置を講じるべき

である。 

   調査結果から、例えば、〔d〕を９０％以上とすれば、１０団体が該

当する。 

 

一般に、補助金は、自主財源や繰越金についても十分考慮したうえで、

必要最小限かつ適正な規模でなければならず、補助金の見直しにあたっ

ては、その実態を数値等で客観的に評価することが望ましい。今回、そ

のための第一歩としていくつかの指標を設定し、それに基づく評価を試

みたものであるが、今回、調査できなかった団体についても今後、検討

していかなければならない。また、団体への委託状況と補助金との関係

や、客観的な評価基準の設定など、積み残した課題も多くあり、これら

については、今後の区の検討に委ねたいと考える。 

なお、上記３つのケースに該当する団体については、個別的意見の中

で必要に応じて指摘しているので、参照されたい。特に、ケースⅠ及び

ケースⅢに重複して該当する団体については自立的運営が十分可能であ

り、補助の廃止が望ましいと考える。 
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（２） 個別的意見 

個別審査の結果は、下記総括表のとおりである。 

総 括 表                         （件数） 

※ １件の補助金について複数の評価をしているものがあるため、件数の合計は、補助金

の総件数の合計と一致していない。 

※ 「継続」には、拡充すべきものを含む。 

 

個別評価については、「審査結果一覧」（12 ページ～21 ページ参照）のと

おりであるが、各担当部門においては、「基本的な考え方」に記載した審査

会の意見等を参考に適正な事業執行に努められるよう要望する。特に、「継

続」と判断したものについても、条件を付したものや検討課題を指摘したも

のもあり、区においてはこれらの条件や課題について検討されるよう重ねて

要望したい。 

なお、産業関連分野及び緑化分野について、以下のような特段の見解をと

りまとめた。 

① 産業関連補助金 

産業関連の補助金、特に、商店街振興を目的としたものについては、サン

セットの事業を含め、多くの補助制度が存在し、メニューは出揃っているよ

うに思える。集客力と売上実績の向上を本来の目的とする商店街振興策は、

何よりも商店街自身のやる気とアイデアを引き出していく工夫が必要であ

り、そうした意味で、「千客万来・アクティブ商店街事業補助金」は好意的

に評価した。  

 継 続 縮 減 廃 止 終期の設定 委託金化 

個 人 ２１ １ ４ ２ ０

団 体 ６４ １４ ３ １２ ４

外 郭 ４ ０ ０ ０ ２

建 設 １ ０ ０ ０ ０

合 計 ９０ １５ ７ １４ ６
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区は、昨年、商店街の活性化に関する条例を制定するなど、商店街振興に

力を入れているとのことでもあり、包括補助などを含めて、これまで以上に

効果的で使い勝手のよい補助制度について検討していく必要がある。また、

都の補助制度のあるものについては、そうした趣旨を都に要望すべきである。 

② 緑化関連補助金 

 緑化政策を区の重要施策の一つとして、今後、施策を効果的に推進してい

くためには、補助金を有効に活用すべきである。この点から、現在の補助金

が緑化への動機付けになっているか等について検討する必要がある旨を指

摘した。 

 区では、現在、緑化政策の基本となる条例の改正に向けて取り組んでいる

とのことであり、そうした見直しの中で、より実効性のある制度に再編する

よう意見を付した。 

 

（３） 外郭団体補助金 

 外郭団体に対する補助は、基本的には、団体の自主性、自立性を促す方向

で行うべきである。ただし、外郭団体は、区が設立に関与し、あるいは、職

員を派遣するなど、組織運営と事業執行の両面において区とのかかわりが深

い。それだけに、区は、団体の経営方針の策定や運営に関する助言、指導を

行う一方、人件費を含む補助については、「財団等経営評価」などをふまえ

て、適正な人員配置や職員の給与制度について常にチェックを行う必要があ

る。 

なお、杉並区文化・交流協会、杉並区勤労者福祉協会、及び杉並区社会福

祉協議会については、現在、経営形態や事業運営のあり方等について、それ

ぞれの団体で検討が行われているとのことである。この検討の結果次第では、

補助金のあり方にも大きな影響を及ぼすことが十分に予想されることから、

今後、区においては、各団体と十分調整を図りつつ、検討結果をふまえて、

より一層の適正化に努められたい。 
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（４） 施設建設補助金 

 杉並区基本計画では、地域社会の中で、全ての人が安心して自立した生活

が出来るよう、介護などの福祉サービスの基盤整備を促進していくこととさ

れている。この施設建設の補助制度は、社会福祉法人やＮＰＯ法人などが行

う特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の福祉施設の建設

にあたり、建設費や償還費を助成するというものであるが、補助金の適正規

模を遵守するため、基本計画の目的に沿った助成を行うべきである。また、

補助金の効果を継続的に検証する必要があり、そのためには、当該社会福祉

法人等の自主性、自立性を十分尊重しながら、施設運営に関して必要な情報

提供を求めるなど、区としての役割を果たしていくことが重要である。 

 

６ 今後の補助制度のあり方、方向性について 
 
（１）重要分野への重点的活用 

 社会経済状況や区民ニーズの変化に柔軟かつ的確に対応していくなかで、

各行政分野で施策の再構築が求められるのは必至である。このような中で、

杉並区における自治体経営改革の中核となる区民等との協働の推進を見据

えたとき、単に、補助金の支出の抑制、歳出削減を図るだけではなく、区の

政策目的を実現する方向で奨励的補助金を積極的かつ有効に活用し、区民等

による公益的、公共的活動を側面から支援していくことが求められている。

とりわけ、区が重要施策と位置づけ重点的に取り組む分野、例えば、喫緊の

課題である都市型災害対策を含む総合的な防災対策や良好な住環境整備の

一環としての緑化対策などの分野に重点的に活用していくことも必要であ

る。 

 

（２）行政評価の有効活用 

 補助金の適正化を図るためには、全ての補助金について、聖域を設けるこ

となく、定期的に評価・検証を行うことが重要である。 
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 杉並区においては、現在、全事務事業を対象に、毎年、行政評価を行うと

ともに、有識者による外部評価や個別外部監査など、効率的、効果的な区政

運営を実現するために、多角的な行政評価のシステムが構築されている。そ

して、これらによって得られた評価を予算要求や予算査定において活用して

いるとのことである。審査会に提出された事務事業評価表を見ても補助金の

支出に関することについて評価、検証されていることから、予算編成過程の

節目ごとに補助金の必要性や効果等について判断されていることが伺える。

このような行政評価のシステムは、補助金の適正化を図る上でも非常に有益

なツールであり、今後も有効に活用されたい。その際、適切な成果指標につ

いて検討するとともに、事務事業評価表から補助金制度そのものが明らかに

できない場合もあり、５（１）③で新たに提案した「補助金審査表」（25 ペ

ージ参照）と併せて評価することを提案したい。 

 

（３）今後の方向性 

今後、更に補助金の適正化を図っていくために留意すべきことは、以下の

とおりである。 

○ 第三者機関による定期的な見直しを行うこと 

補助金の見直しにあたっては、行政内部による評価に加えて、客観的、中

立的立場から公益性や有効性等について審査する第三者機関を設置し定期

的に見直しを行う必要がある。その場合の見直しの間隔としては、概ね３年

に１度とすることが望ましいと考える。 

○ 見直しにあたっては、全ての補助事業を対象にすること 

補助金の見直しは、形式上「補助金」と名のつくもののみならず、「負担

金」「分担金」「交付金」「委託料」等の執行科目の中で、補助金的性格を有

するものについても見直しの対象とすること。 

○ 財務状況からの分析方法について検討し、見直しに活用すること 

地方自治法によれば、地方公共団体は、公益上必要がある場合に補助をす

ることができる（第 232 条の 2）。そして、公益上必要かどうかの認定にあ
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たっては、客観的にもその必要性が認められなければならないとされている。 

本審査会は、団体に対する補助について、団体の財務状況に基づく補助金

の客観的な評価を試みたが、区においては、このような観点からの分析方法

について更に検討され、５（１）⑤で述べたような「団体収入に対する自主

財源や補助金の割合」あるいは、「補助金と繰越金との割合」など、客観的

な基準を設けて、補助金の見直しに活用すること。 

○ サンセット方式を原則とすること 

新たに創設する奨励的な補助金については、補助の目的を達成するために

必要な期限をあらかじめ設定しておく、いわゆる、サンセット方式を原則と

すること。そして、期限が到来したときは、原則として廃止することとし、

その時点において引き続き補助を行う必要があると客観的に認められる場

合に限り、補助を継続するものとする。 

○ 運営補助から事業補助へ転換すること 

団体を対象に交付する補助金については、補助効果からみて団体の運営に

対する補助は原則として廃止し、団体の行う事業のうち、真に公益性・公共

性の高い事業に対する補助に限定すべきであり、そのためには、補助対象経

費を具体的に明確にしておく必要がある。 

○ 公募制補助金について 

地域における個人や団体が、自由な発想や主体性を発揮して自ら企画し、

あるいは実施する活動を、補助金を通じて側面から支援する仕組みとして、

区においては、現在、ＮＰＯ活動資金補助金、千客万来・アクティブ商店街

事業補助金、まちづくり助成金、みどりの基金緑化活動助成金といった制度

があり、いずれも、申請を受けた後、審査会の審査を経て、可否決定をして

いる。また、区民と区との協働を推進するために、平成１６年度に「協働提

案制度」を実施し、ＮＰＯ等が自ら企画した協働事業を区に提案し、第三者

機関の審査により選定された提案事業について、平成１７年度に協働実施し

ているとのことである。 

審査会では、時間的制約もあり、いわゆる公募制補助金制度のあり方につ



11 

いて具体的に議論するまでには至らなかったが、前述した４つの補助制度に

ついては、申請者側の発想や工夫が反映される制度として、好意的に評価し

た。これらの補助金については、より一層の制度周知を図り、実績を積み重

ねてもらいたいという要望に止めたい。 

 
７ おわりに 

補助金を見直すということは、杉並区のみならず、他の地方自治体にとっ

ても、多くの困難を伴うであろうことは想像に難くない。しかし、その困難

さは、杉並区においては、自主・自立の気概あふれる「自治のまち杉並」を

実現するために、避けては通れない生みの苦しみに他ならない。 

杉並区補助金適正化審査会は、区長の諮問を受けてから、区民の視点を貫

きながら、個別、具体的な補助金について審査し、評価を行った。 

この提言が、行政のみならず、広く区民にとっても有益なものとなること

を期待して、以上のとおり提言する。 





お

団体に対する補助金3
審査結果一覧

漁 補助金の名称 補助開始
年度 対象団体等

17年度

対象数
主管課名 継続 縮減 廃止 終期 委託劃 基本的考え方

32 商店街装飾灯美化費助成 H10 商店会 4080 産莱振興課 o 交通の安全及び安全で快適な生活環境の整備、商店街の活性化に寄与しており、補助の
必要性は理解できる。

33 商店街装飾灯電気料助成 HID
商唐会 4150 産業振興課 O 交通の安全及び安全で快適な生活環境の整備、商店街の活性化に寄与しており、補助の

必要性は理解できる。

34 商店街装飾灯修繕費助成 H9
商店会 415 産業振興課 0 安全・安心のまちづくり及び商店街振興に寄与しており、補助の必要性は理解できる。

35 商店街装飾灯設置工事費等助成 H其 商店会 15
産業振興課 o 安全・安心のまちづくり及び商店街振興に寄与しており・補助の必要性は理解できる。

36 観光事業補助金 S4？
阿佐谷七夕まつり実行委員会／東京

阿波踊振興協A
2産業振興課 O 観光事業に対する安全確保対策として、補助の必要性は理解できる。

3ア
企業的農業経営集団活動事業費
補助金

S44
企粟的農業経営集団 6生活経済課 ○ 農地の減少を抑制し、みどりの保全を図るために設けられた補助金であり、必要性は理解

できる。

38 納税貯蓄組合運合会補助金 S45 納税貯蓄組合連合会（杉並／荻窪〉 2納税課 O 補助開始以来35年経過し・補助が長期化している。補助開始当初の意義は十分に達成さ
れていること・新たに取り組んでいるロ座振替利用者の拡大についても十分な成果が上
がつていないため、補助を廃止することは妥当である。

39 商店街カラー舗装補助金 S59
カラー舖装を実施する商店会 G建設課 Q 商店街の振興・都市の美観や区民の快適性の確保に寄与しており、補助の必要性は理解

でぎる。

40 社会福祉協議会運営費補助金 S41 社会福祉法人杉並区社会福祉協議
会

1 県健福祉邸管理課 0 当面・補助の必要性は理解できる。なお、現在、社会福祉協議会において今後の事業や
観織のあり方を検討しているとのことなので、その検討循果をふまえて、補助のあり方の
見直しを図られたい。

41 福祉サービス支援センター運営費
等補助金 旧3

社会福祉法人杉並区社会福祉協議
会

1 保健福祉部管理課 O 福祉サービス利用者保護の観点から重要であり、補助の必要性は理解できる。

42 NPQ・ボランティア活動推進セン
ター補助金

H14 社会福祉法人杉並区社会福祉協議
会

1 地域人材・NPO担当課 o NPO法人化に合わせて．委託金化する方向は、妥当と考える。

43 高齢者入居支援制度補助金 H14 社会福祉法人杉並区社会福祉協議
会

1 住宅課 Q 実績はないが、高齢者の住宅確保は重要は施策であり、今後、独居高齢者の増加も見込
まれることから、補助の必要性は理解できる。

44 バリアフリー情報ホームページ運営
事粟補助金

H15
NPO法人アザーボイス 1 保健福祉部管理課 O 終期を設定し、その期間に収益性を窩める工夫をしてもらうとともに・区の公式バリァフ

リーマップとして継続的な運営が可能となるような協働の方法を検討する必要がある。

45 地域福祉活動立上げ支援事業
補助金

H12 地域福祉活動実施団体 12
保健福祉部管理課 O 期間を限定して、団体の自主性・自立性を尊重する形で支援するのは補助金のあり方とし

て妥当である。18年度の終期に向けてこれまでの評価・検証を行い、今後の展開につい
て検討する必要がある。

46 友愛の灯協会補助金
（ハンディキャブ運行補助）

HI3
社団法人友愛の灯協会 1 保健福祉部管理課 o 国土交通省通知に基づき、事業を再構築する必要があることから、一旦、補助を廃止する

ことは妥当である。

47 地域福祉活動推進事業補助金 H15 社団法人友愛の灯協会・老後をよく
する会

保健福祉部管理課 O 18年度までは都の補助もあることから、補助を継続することは理解できる。19年度以降は．
都補助の終了や介護保険制度の動向を踏まえ、改めて、支援の有無を考えていく必要が
ある。

48 保謹司会助成金 S49
杉並区保護司会 1 児童課 o 当面、補助の必要性は理解できるが、補助対象経費として、例えば、慶弔費に憲で補助金

を充てるべきではなく、こうした経費は会費等から支出すべきである。


